
オンラインＱ＆Ａ 

１． 過年度の修正申告により、法人税及び地方法人税を当期中に納付した場合の処理 
 
＜質問＞ 
 当期中に過年度の修正申告を行い、法人税及び地方法人税を納付しました。 
納付時に、下記の会計処理を行いました 
法人税、住民税及び事業税 100,000／現預金 100,000 
 
この場合、ワーキングシートの入力はどうなりますか？ 

 
＜回答＞ 
 別表５（１）の「未納法人税及び未納地方法人税」の「期首現在利益積立金額」欄 
及び別表５（２）の「期首現在未納税額」欄の金額を確認し、「当期中の納付税額」の 
「損金経理納付」欄の下段に金額を入力します。 
（事例をわかりやすくするため、前期の確定申告時の金額は省略します。） 

 
・「301．法人税の前期繰越金額等の確認（修正）」ＷＳ 
[5（1）：利益積立金額] ＞ [5（1）：前期繰越利益積立金額の確認（入力）] 

 
 
・「401．当期純利益・租税公課の納付状況等の入力」ＷＳ 
[5（2）：租税公課の納付状況等] ＞ [法人税・地方法人税] 

 
※別表 5（１）と別表５（２）の期首金額が修正申告後の金額となっていることを必ず 
ご確認ください。 
※運用管理システムの「204.前期繰越金額の複写」を行った場合、別表 5（１）と 
別表５（２）の期首金額に前期の修正申告後の金額が複写されます。正しい金額が 
複写されていることをご確認ください。 



オンラインＱ＆Ａ 

 
申告書は下記の表示となります。 
 
■別表４ 

 
 
■別表５（１） 

 
 
■別表５（２） 

 
 
（注）当入力例は、処理の一例です。実際に入力する際は、顧問税理士等にご相談のうえ、 
各企業の処理方法に基づいて入力してください。 

 
 
 
 


